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日常の指導体制（未然防止・早期発見） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未然防止の具体策 
 

教育活動全体を通して 

 

 

 

１ 授業の充実、道徳教育の充実 
 ①分かりやすい授業を展開し、自己有用感の高揚 

②各教科において人間としてのあり方や、生き

方について考えさせる内容の展開 

２ 特別活動の充実 
①ホームルーム活動、学校行事、生徒会活動 

３ キャリア教育の充実 
 ①総合的な探究の時間でソーシャルスキル・社

会性を育成 

４ 教育相談の充実 
①クラス担任による面談（５～６月、９～１１月） 

５ 情報教育の充実 
①教科「情報」における情報モラル教育 

６ 保護者・地域との連携 
 ①学校いじめ防止基本方針の周知 

 ②保護者会における講演会の実施 

 ③学校評議員会での報告、協議 

 

 
 
 
 

 

関係部主任、関係HR担任 いじめ認知時 

 
 

◆委員長：教頭 

◆開催：校長が必要と判断した場合 

◆構成員（い対協
＊
校内固定委員と同一） 

 

 
 
 

 

 

◆主な任務（い対協
*
の補助組織としての任務） 

 ①学校いじめ基本方針の改訂案作成 

 ②年間指導計画案の作成とその実施 

 ③校内研修会の企画案作成とその実施 

 ④いじめが疑われる事案の事実確認と 

判断（生徒指導部と連携協力） 

 

いじめ防止対策委員会 
構成員：校内職員 

教頭(2)、生徒指導主事 

年次主任(3)、教育相談部主任 

情報担当教員、養護教諭(1) 

教頭、生徒指導主事 

年次主任(3)、情報担当教員 

養護職員 

情報 
交換 
 

情報 
共有 

指示 
助言 

早期発見の具体策 
 

全教職員で 
 

 情報収集・情報共有を図る  
 

１ 情報の収集 

①教員の生徒観察による気付き 

②養護職員からの情報 

③生徒・保護者からの相談、訴え 

④定期アンケートの実施（8月、1月） 

２ 情報の共有 

①いじめ防止委員会、生徒指導部、管 

 理職への報告の徹底 

②職員会議等での情報共有 

３ 相談体制の確立 

 ①クラス担任との定期的な面談 
 

 

報(

告)

・
連(

絡) 

相(

談)

・
記(

録) 

の
徹
底 

 
 

◆最終意思決定者：校長 

◆開催：定期(6月、12月)、重大事態発生時 

校長が必要と判断した場合 

◆構成員 

 校長      ※校内固定委員 

 

 

 
                

 

          ※いじめ認知時に追加 

 

臨床心理士、学校評議員 

◆主な任務 

①学校いじめ防止基本方針の作成・改訂 

②年間指導計画の作成 

いじめ対策協議会 

構成員：校内職員＋外部専門家等 

教頭、生徒指導主事 

年次主任(3)、情報担当教員 

養護職員 

 
関係HR 担任 

自己有用感、他者を思いやる心、コミュ

ニケ―ション能力、社会性を育成する 

※い対協＝いじめ 
 対策協議会 

学校いじめ防止基本方針 
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学校いじめ防止プログラム 
 
分類 時期 内容 対象 担当 

授 

業 

・ 

道 

徳 

教 

育 

通年 授業における、生徒の自己有用感

を向上させる。 全校生徒 全教員 

通年 
各教科で計画的に人間としてのあ

り方や、生き方について考えさせ

る内容を盛り込む。 
全校生徒 全教員 

特 

別 

活 

動 

通年 
主にホームルーム活動において、

話し合う機会やほかの生徒の発表

を聞く機会を設定する。 
全校生徒 ＨＲ担任 

キ 

ャ 

リ 

ア 

教 

育 

通年 

主に総合的な探究の時間におい

て、擬似的な社会を体験させるこ

とで、ソーシャルスキルや社会性

を育成する。 

全校生徒 ＨＲ担任 

教 

育 

相 

談 

５～7月 
10～12月 二者面談 全校生徒 ＨＲ担任 

情 

報 

教 

育 

通年 教科「情報」においてネットの危

険性、モラルについて学習 １年次生 情報担当教員 

そ 

の 

他 

６月 
１０月 

保護者会において、学校いじめ防

止基本方針やネットトラブルにつ

いて学習する機会を設定 
保護者 渉外部 

早 

期 

発 

見 

８月 
１月 定期的アンケートの実施 全校生徒 いじめ防止委員会 

 
 



➅
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https://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/mobile/
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いじめ対応の事象把握の流れ、具体的対応の流れ 
 

１ 事象把握の流れ 
 

（１）生徒（当事者・周り）からの訴え 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（２）保護者からの訴え 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（３）地域などからの訴え 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

報告 招集 報告 

事実 

確認 

訴え 

生 
 

徒 

担
任
・
教
職
員 

生
徒
指
導
主
事 

教 

頭 

い
じ
め
防
止
委
員
会 

校 

長 

訴え 

報告 

地
域
な
ど 

生
徒
指
導
部
・
教
職
員 

生
徒
指
導
主
事 

教 

頭 

校 

長 

事実確認 
報告 

担 

任 

生
徒
指
導
部 

関係保護者 

い
じ
め
防
止
委
員
会 

報告 報告 招集 

報告 訴え 

保 

護 

者 

担
任
・
教
職
員 

生
徒
指
導
主
事 

教 

頭 

い
じ
め
防
止
委
員
会 

校 

長 報告 報告 招集 
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２ 具体的な対応の流れ 

（１）いじめを受けている本人からの訴えにより発覚した場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう等）する。 

② これからの取組の流れをいじめられてきた当事者（保護者）と確認し、保護

者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中の加害生徒・被害生徒それぞれの様子の観察を行い、保護者へ報告す

る。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ 被害生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ 加害生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 予 防 

事象把握 

(加害生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の気

持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④ いじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関し

て・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事象把握 

(被害生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、申し出た勇気を認める。 

② 訴えてきた子どもの安全を保障する。誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

③ いじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関して・

暴力に関して）、被害生徒の願い（どうしてほしいのか、どうなってほしい

のか・・・）を聞く。 

④ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

② 校長は、学校いじめ防止等委員会を開催し、いじめの事実の有無の確認を行

う。 

① いじめ防止委員会がいじめと判断し、認知した場合、管理職が県教育委員会

に報告し、指導・助言を受ける。 

② 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確認

をし、指導・対応を協議する。（いじめを行った生徒への指導・いじめを受け

た生徒のケア・学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

③ 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児童

相談所などの関係機関）に報告する。 

④ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。（加

害生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係機関との連携） 

事象の判断 

と対応協議 
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（２）いじめを受けている生徒の保護者からの訴えにより発覚した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事象把握 

(加害生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④ いじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関

して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事象把握 

(被害生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非

を認める。 

② いじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関し

て・暴力に関して）、被害生徒の願い（どうしてほしいのか、どうなって

ほしいのか・・・）を聞く。 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

② 校長は、学校いじめ防止等委員会を開催し、いじめの事実の有無の確認を

行う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめられてきた当事者（保護者）と確認し、保

護者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中の加害生徒・被害生徒それぞれの様子の観察を行い、保護者へ報告

する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ 被害生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ 加害生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（加害生徒への指導・被害生徒のケア・

学級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

② 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

③ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（加害生徒への指導・クラスや学年への指導・関係機関との連携） 

事象の判断 

と対応協議 

予 防 

保護者からの 

訴え 

① 学校が把握できていなかった場合、素直に認めて謝罪をする。 

② 電話ではなく、直接会う機会をつくり、詳しく傾聴し（被害を受けていた

子どもに、いじめられている事実を学校が知っていることを告げて良いか

確認）、保護者の願いや思いを汲み取る。 



別紙８ 

 
 

（３）地域や他の保護者からの通報で発覚した場合 

 

 

 

 

  

①  落ち着いた安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思い

をしてきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった

非を認める。 

② いじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関し

て・暴力に関して）、被害生徒の願い（どうしてほしいのか、どうなってほ

しいのか・・・）を聞く。 

③ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

地域等からの 

通報 

① 連絡をいただけたことに感謝し、差し障りがなければ連絡をいただいた方
の氏名・住所・連絡先を伺う。 

② いじめの内容を聞き取り、被害生徒・加害生徒の特定（学年・部活動など）

につながる情報を伺う。 

特定 

できた 

場合 

特定 

できない 

場合 

調査 学年が特定できた場合、下記の「初期対応」に入る。 

事象把握 

(加害生徒) 

① 落ち着いて安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④ いじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関

して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事象把握 

(被害生徒) 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

②校長は、学校いじめ防止等委員会を開催し、いじめの事実の有無の確認を行

う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめられてきた当事者（保護者）と確認し、保

護者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中の加害生徒・被害生徒それぞれの様子の観察を行い、保護者へ報告

する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ 被害生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ 加害生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（加害生徒への指導・被害生徒のケア・学

級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

② 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

③ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（加害生徒への指導・クラスや学年への指導・関係機関との連携） 

事象の判断 

と対応協議 

予 防 
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（４）他の生徒からの訴えで発覚した場合 

 

 

 

  
他の生徒 

からの訴え 

① 申し出た生徒から落ち着いた安全な雰囲気の中で、話を傾聴する。申し出
た勇気を認め、感謝の思いを伝える。 

② 訴えてきた生徒の安全を保障する。 
（誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない） 

③ いじめの内容を聞き取る。 
（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関して・暴力に関して） 

 

事象把握 

(加害生徒) 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④ いじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関

して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事象把握 

(被害生徒) 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を

認める。 

② いじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関し

て・暴力に関して）、被害生徒の願い（どうしてほしいのか、どうなってほ

しいのか・・・）を聞く。 

③ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

②校長は、学校いじめ防止等委員会を開催し、いじめの事実の有無の確認を行

う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめられてきた当事者（保護者）と確認し、保

護者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中の加害生徒・被害生徒それぞれの様子の観察を行い、保護者へ報告

する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ 被害生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ 加害生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（加害生徒への指導・被害生徒のケア・学

級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

② 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

③ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（加害生徒への指導・クラスや学年への指導・関係機関との連携） 

事象の判断 

と対応協議 

予 防 



別紙８ 

 
 

（５）事件や問題行動から発覚した場合 

（暴行等を受けた背景にいじめがあった場合） 

 

 

 

 

 

 

 

  

事象把握 

(加害生徒) 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 情報提供者など誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④ いじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関

して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事象把握 

(被害生徒) 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を

認める。 

② いじめの内容を確認し、（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関し

て・暴力に関して）、被害生徒の願い（どうしてほしいのか、どうなってほ

しいのか・・・）を聞く。 

③ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

②校長は、学校いじめ防止等委員会を開催し、いじめの事実の有無の確認を行

う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめられてきた当事者（保護者）と確認し、保

護者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中の加害生徒・被害生徒それぞれの様子の観察を行い、保護者へ報告

する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ 被害生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ 加害生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（加害生徒への指導・被害生徒のケア・学

級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

② 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

③ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（加害生徒への指導・クラスや学年および所属部への指導・関係機関との連携） 

事象の判断 

と対応協議 

予 防 

事件等への 

対応 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、怪我の状態を確認する。手当て・治療・

医療機関への搬入が必要な場合は、詳しく事情を聞く前に治療等を優先す

る。 

② 保護者へ怪我に関して連絡する。 



別紙８ 

 
 

（６）生徒指導上の問題行動（万引き・窃盗・恐喝）の背景にいじめがある場合 

 

 

問題行動等の 

対応 

① 問題行動に関して事実確認する。 

② 保護者に問題行動の事実に関して連絡する。 

③ 問題行動のいきさつを確認し（誰に強要されたか・金品に関しての流れ）、

被害生徒の願い（どうしてほしいのか・・・）を聞く。 

④ いじめの被害生徒（問題行動を起こした生徒）の安全を保障する。 

事象把握 

(加害生徒) 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。 

② いじめは決して許されないという毅然とした態度をとりながらも、生徒の

気持ちに寄り添いながら（共感的理解）、事実の確認に努める。 

③ 誰が訴えてきたのか絶対に漏らさない。 

④ いじめの内容を確認する。（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関

して・暴力に関して） 

⑤ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

事象把握 

(被害生徒) 

① 落ち着いた安全な雰囲気の中で、生徒の話を傾聴する。今までつらい思いを

してきたことに対しての言葉掛け（共感的理解）と、気が付かなかった非を

認める。 

② これまでの問題行動の内容を確認し、事象の背景を解明する。 

（誰に・いつ頃から・どんなふうに・金品に関して・暴力に関して） 

③ いじめの内容を確認し、被害生徒の願いを聞く。 

④ 保護者へ連絡することについての承諾をとり、第一報を入れる。 

初期対応 
① 生徒指導主事は、把握した内容を教頭・校長に報告する。 

②校長は、学校いじめ防止等委員会を開催し、いじめの事実の有無の確認を行

う。 

保護者対応 
① 保護者に連絡・説明（家庭訪問または来校してもらう）する。 

② これからの取組の流れをいじめられてきた当事者（保護者）と確認し、保

護者の願いや思いを汲み取り、対応に関しての理解と協力を得る。 

具体的指導 

① 指導中の加害生徒・被害生徒それぞれの様子の観察を行い、保護者へ報告

する。 

② 謝罪の場を設定する。 

③ ＨＲ活動等においていじめに対する啓発教育を行う。 

④ アンケートなど、いじめに対する取組を実施する。 

⑤ 被害生徒の変容や成長への支援をする。 

⑥ 加害生徒の認知の変容や成長に向けて指導をする。 

再発防止に向けての予防的な取組を実施する。 

① 校長が必要と判断した場合、いじめ対策協議会を招集し、事実の（再）確

認をし、指導・対応を協議する。（加害生徒への指導・被害生徒のケア・学

級等の集団指導・連携可能な関係機関の活用） 

② 校長が重大事態と判断した場合、県教育委員会（場合によっては警察・児

童相談所などの関係機関）に報告する。 

③ いじめ対策協議会は対応の方向性と役割分担を決定し、以下の対応にあたる。

（加害生徒への指導・クラスや学年への指導・関係機関との連携） 

事象の判断 

と対応協議 

予 防 


